
日本服薬支援研究会 会則 

 

（総則・名称） 

第1条 本会は日本服薬支援研究会と称する。 

英名は、 The Japan Association for Patient Support on Medication とする。 

 

（目的） 

第2条 本会は患者またはその看護に当たっている家族及び医療従事者に対する服薬支援を中心に、摂食・嚥下障

害、運動障害、健康寿命、小児、高齢者、がんケア、医療安全等の分野において、薬を安全かつ効果的に投

与することに関して研究し、その成果を普及させる。そして、患者の医薬品及び医療を主とした生活全般を支

援することによりQOLの向上に寄与することを目的とする。 

 

（事業） 

第3条 本会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 

（１） 研究会の開催など、簡易懸濁法の研究・普及を含む患者の服薬支援及び医薬品および医療に関連する

生活支援に関する事業 

（２） 医療・介護現場における問題点の抽出、医療・介護施設及び研究機関（大学・企業など）との連携による研

究 

（３） 医療・介護施設間の連携強化による服薬支援・生活支援実施の見学斡旋業務 

（４） 国内外関係学会との連携および国際交流 

（５） 機関誌その他刊行物の発行 

（６） その他、 本会発展のために必要な事業 

 

（構成・会員） 

第４条 本会は本会の目的、事業に賛同し、所定の手続きを行った次の会員をもって構成する。 

（１） 一般会員：本研究会の目的に賛同する個人 

（２）学生会員：本研究会の目的に賛同する学部・大学院在学中の学生 

なお、就職しての大学院生（社会人大学院生）は一般会員とする。 

（３）賛助会員：本研究会の目的に賛同し、本会の事業を援助する企業・団体または個人 

２．本会に入会を希望する者は申込用紙に必要事項を記入し、 研究会事務局に届け出た者とする。 以

上の手続きを行い、 役員の承認を得た上で会員細則に規定する会費を納入した者を会員とする。 

３．会員の特典については、別途会員細則に規定する。 

４．その他、年会費、入会の期間、更新、休会、退会、再入会等については、別途細則に規定する。 

 

（役  員） 

第5条 本会に次の役員をおく。 

代表幹事 1名 

副代表幹事 2名 

幹事 若干名 

監事 2名 

事務局長 1名 

顧問 若干名 



第6条 役員の職務 

代表幹事は本会を統括し、 幹事会ならびに総会では議長となる。 

２． 幹事は幹事会を構成し、 学術研究会をはじめとする本会事業の運営方針を立案しこれを推進する。 な

お、 会の効率よい運営のため、 学術事業委員会、 渉外広報委員会、財務委員会、総務委員会、生涯教

育委員会に幹事若干名を置くこととする。 

３． 監事は本会の会計ならびに幹事の職務執行を監査し、監査報告を作成する。 

第7条 役員の選出および任期 

代表幹事および副代表幹事は、 幹事の互選により選出されるものとし、 その任期は2年とするが再任は妨

げない。 

２． 幹事、監事及び事務局長は、幹事会の推薦により選出されるものとし、 その任期は2年とするが再任は妨

げない。 

3． 顧問は、幹事会の推薦により選出されるものとする。 

 

第8条 幹事会 

幹事会は必要に応じて開催するが、電子メールやWeb会議ツールを用いての会議も可能とする。 

 

（部  会） 

第9条 

    当研究会は、調査・研究等の学術事業の執行のために必要があるときは、各種の部会を設けることができる。 

    ２． 各部会の部会長及び委員は、幹事会の承認を得て代表幹事が委嘱する。 

    ３． 各部会の任務、構成及び運営に必要な事項は、幹事会の決議により別に定める。 

 

(学術集会) 

第10条 

    当研究会は、幹事会の決議を経て、学術集会を開催する。 

    ２．前項に規定する学術集会のほか、あらかじめ幹事会の決議を経たうえで、講演会、研究会等を開催すること

ができる。 

    ３．学術集会開催にあたり、幹事会の決議をもって会員の中から学術集会大会長を選任する。 

    ４．学術集会大会長の任期は、前年の学術集会が終了した時から自らが主宰する学術集会が終了した時までと

する。 

 

（会計・会費） 

第11条 本会の経費は会費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。本会の収支決算書は会計年度終了後に

事務局が作成し、 会計監事の監査を受けた上で、 幹事会の承認を得て会員に報告しなければならない。 

２． 会員は会則細則に定める年会費を納める。 会費は主として本会の運営に充当されるものとする。 なお、 

会費は幹事会で議決し、 決定するものとする。 

３．会計年度は毎年7月１日から6月３0日までとする。 

 

（事務局） 

第12条 事務局は代表幹事のもとに、会員名簿の整理、会費の管理等研究会の運営に必要な諸事務をおこなう。  

研究会事務局の所在地等は細則に示す。 

 

（会則の変更） 

第13条 会則の変更は幹事会の議を経て、 会員に報告するものとする。 

２． 幹事会は2／3以上の幹事の出席（委任状を含む）をもって成立し、出席者（委任状を含む） の過半数で議



決される。 

 

 

 

 

付則 

本会則は、2019年6月1日から施行する。 

細則、第3条、第3項を追加 2020年4月7日 

会則の第４条及び細則の第条を改正、別途「会員細則」を設けた。 2020年9月9日 

細則、第4条を変更 2021年4月1日 

会則、第7条を変更 2022年8月28日 

会則、第6条の3を変更 2023年7月7日 

細則、第4条を変更 2024年7月１日 

 

 

 

 

細則 

第1条 本会の運営に必要な事項は、この細則に定める。 

第2条 細則の立案及び修正は、会則第13条により幹事会が行う。 

第３条 会則第４条に定める会員の特典、入会・期間・休会・退会・再入会および会費は別途「会員細則」

により定める。 

第4条 研究会事務局の所在地等 

一般社団法人 学会支援機構内 

〒112-0012 東京都文京区大塚5-3-12 RENEX Shin-otsuka 4F 

E-mail：fukuyakushien-office@umin.ac.jp 

fukuyaku@asa-mail.jp 

 

 

http://fukuyakushien.umin.jp/society/bylaws.pdf

